
国立国会図書館等他の図書館から借り受けた資料の複写について（内規） 

制  定  平 18.12.１  

（目的） 

第１条 大阪市立図書館における国立国会図書館等他の図書館から借り受けた資料（以下

「資料」という。）の複写については、この内規の定めるところによる。 

（複写の許可） 

第２条 次の各号のすべてを満たしている場合、資料の複写を許可する。 

(1) 貸し出し館の許可 

(2) 「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライ

ン」に準拠 

(3) 著作権法第 31条の遵守 

（受付時間） 

第３条 複写の受付は、開館時間内とする。 

（複写の申込み） 

第４条 複写を依頼しようとする者は、所定の「図書館資料（他館借受分）複写申込書」

により、必要事項を記入して申し込み、館長の許可を受けなければならない。 

（複写の実施） 

第５条 複写の実施にあたっては、大阪市立図書館職員が行うものとする。 

附 則 

この内規は、平成 18 年 12 月１日から施行する。 

 


